
 

徳島市景観計画
 

自然と歴史・文化を生かした
水と緑と光の織り成す景観まちづくり  



　本市には吉野川をはじめ大小 138 の河川が流れて

おり、水とともに発展してきた「水都」であるとと

もに、市の象徴ともいうべき眉山に中心市街地が隣

接しているなど、他都市には類を見ない景観が広がっ

ています。

　また、豊かな水と緑に調和して、古くからの歴史的・

文化的景観も多く残るほか、県都として多数の都市

機能が集積し、都市的景観を形成しています。

　こうした本市特有の景観の保全と魅力ある景観の

創出が求められるなか、本市では、「徳島市都市景観

形成要綱」に基づき中心市街地で景観誘導を進めて

まいりましたが、近年、国において、都市部だけでなく農山村部も対象とした良好な景観

形成の促進を目的とする景観法が制定されたことを受け、このたび、要綱に代わる市の全

域を景観計画区域とする「徳島市景観計画」を策定しました。

　本計画では、本市特有の自然やその上に築かれた歴史を踏まえながら、良好な景観を「ま

もること」と「創りだすこと」を理念として、「自然と歴史・文化を生かした水と緑と光

の織り成す景観まちづくり」を目指し、周辺景観との調和やまち並みの連続性等に配慮し

た景観を形成するための基準を定めています。

　また、特に眉山山麓周辺やひょうたん島周辺などの「重要な景観形成地域」については、

より具体的な基準を設け、景観誘導を図ることとしています。

　今後におきましても、市民や事業者の皆様との協働により、本計画と景観まちづくり条

例の一体的な運用を図りながら、うるおいとやすらぎ、そして魅力をもった良好な景観形

成を推進し、将来像として掲げる「心おどる水都・とくしま」の実現に取り組んでまいり

ますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申しあげます。

　結びにあたり、本計画の策定にご尽力いただきました市民会議委員の皆様をはじめ、さ

まざまな機会を通じて貴重なご意見やご提言をいただきました多くの皆様に、心から感謝

を申しあげます。

はじめに

徳島市長　原　秀樹
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